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 令和５年度学校図書館司書教諭講習実施要項  

 

                              静 岡 大 学 

                                  （静岡会場のみ） 

 

 

1 目  的 

この講習は、学校図書館の専門的な職務を行う司書教諭を養成するため、学校図書館法（昭和 28年法律第 185

号）第 5条第 3項に基づき、文部科学大臣の委託を受け、学校図書館司書教諭講習規程（昭和 29年文部省令第

21号）に基づき実施する講習です。 

 

2 受講資格 

次のいずれかに該当する者 

（1）教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別 

支援学校の教諭の免許状を有する者 

（2）大学に 2 年以上在学する学生で 62 単位以上を修得した者 

 ※受講資格を有する者で「学校図書館司書教諭講習規程」第 3条第 1項に規定する所定の単位（5 科目 

10単位）を大学等で既に修得している方は、「７ 申込方法」の(4)をご参照ください。 

 

3 講習科目・単位数及び担当講師 

講 習 科 目 単位数 講  師  氏  名 

学校経営と学校図書館 2 静岡大学 名誉教授 梅澤 収 

情報メディアの活用 2 静岡大学 准教授  塩田 真吾 

学校図書館メディアの構成 2 静岡大学 教授   村山 功 

 

4 講習実施内容 

（1）期間 令和 5年 8月 7日（月）～令和 5年 8月 31日（木）（計 12日間） 

（2）日程 

時間 

月日 

時       間 
講師氏名 会  場 

9:00～12:30 

昼
休
み 

 
 
 

 

13:30～17:30 

8月 7日（月） 

学校経営と学

校図書館 

学校経営と学

校図書館 
梅澤 収 

教育学部 

教育実践総合ｾﾝﾀｰ 

３階 

多目的実習室 

8日（火） 

9日（水） 

10日（木） 

22日（火） 

情報メディア

の活用 

情報メディア

の活用 
塩田真吾 

教育学部 

教育実践総合ｾﾝﾀｰ 

３階 

多目的実習室 

28日（月） 

29日（火） 

31日（木） 
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21日（月） 

学校図書館メ
ディアの構成 

学校図書館メ
ディアの構成 

村山  功 

教育学部 

教育実践総合ｾﾝﾀｰ 

３階 

多目的実習室 

 

共通教育Ｌ棟１階・ 

計 算 機 実 習 室 １

(8/24) 

23日（水） 

24日（木） 

25日（金） 
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5 講習会場 

静岡大学教育学部教育実践総合センター及び静岡大学情報基盤センター静岡オフィス実習室 

（住所）静岡市駿河区大谷８３６ 

（交通）ＪＲ静岡駅北口しずてつジャストライン８Ｂ番のりばから美和大谷線（みわおおやせん）「静岡大学」

行きもしくは「東大谷」行き（静岡大学経由）または「ふじのくに地球環境史ミュージアム」行き（静

岡大学経由）に乗車し、「静岡大学」又は「静大片山」下車。 

美和大谷線（静岡大学を経由しないもの）「東大谷」行きまたは「ふじのくに地球環境史ミュージアム」

行き（静岡大学を経由しないもの）に乗車した場合は、「片山」で下車。 

（所用時間：約 25分、1時間に 5～7本運行） 

・原則として自家用車での通学は認めておりません。公共交通機関をご利用ください。 

身体的理由がある場合は、申込時にご相談ください。 

 

6 受講者定員 

学校経営と学校図書館   ：３０名 

情報メディアの活用    ：３０名 

学校図書館メディアの構成 ：３０名  

 

７ 申込方法 

（1）申込先 静岡大学教育学部学務係 〒422－8529 静岡市駿河区大谷 836 ℡（054）238－4571 

（2）申込受付期間 令和 5年 6月 1日（木）～令和 5年 6月 12日（月）(必着) 
持参（平日 9:00～12:00、13:30～16:00）又は郵送。 

郵送の場合は簡易書留でお願いします。 

封筒表面に朱書きで「学校図書館司書教諭講習 申込書類在中」と記入してください。 

受付期間を過ぎたものは一切受理しません。 

（3）提出書類（ア～カ）※提出いただいた書類は返却しません。 

 提出書類等 該当者 注意事項 

ア 令和５年度学校図書館

司書教諭講習申込書

（別紙様式） 

全員 該当箇所をもれなく記入してください。 

原本を提出してください（コピー不可）。 

現住所欄のメールアドレスは、常に使用されているアド

レスを記入してください。提出書類の不備連絡、及び受

講前（受講中）の緊急連絡用に使用する場合があります。 

イ 教員免許状の授与証明

書 

受講資格(1)に該

当する者 

※ 教員免許状の授与権者（各都道府県教育委員会）に証

明書の交付を受けてください。 

※ 現に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特

別支援学校の教諭（講師など非常勤を含む）の職にある

者にあっては、有する教員免許状の写し若しくは免許状

更新講習免除証明書または更新講習修了確認証明書の写

しのいずれか１つに、原本と相違ない旨の所属長の証明

を付したもので替えることができます。 

 ＊原本と相違ない旨の証明の記入見本 

 

 

 

当該大学に 2 年以上在

学し、62 単位以上を修

得した旨の証明書 

受講資格(2)に該

当する者 

成績証明書等 

ウ 戸籍抄本 該当者のみ 改姓等の理由で現在所有している教員免許状等の記載事

この写しは原本と相違ないことを証明する。 

令和 5 年○月○日 

××市立△△小学校長 静大 太郎  公印 
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項と事実が相違する者は提出してください。 

エ 返信用封筒① 

 

全員 長形 3 号の封筒に 84円切手を貼付したもの。 

受講許可等の通知を発送するために使用します。 

オ 返信用封筒② 今年度の講習で修

了証書授与見込み

の者 

角形 2 号の封筒に 460 円分の切手を貼付し、返信先を記

入の上、簡易書留と表面に朱書きしたもの。 

修了証書送付のために使用します。 

※2 月下旬頃に送付します。 

今年度の講習で未

修了の者 

長形 3 号の封筒に 84円分の切手を貼付したもの。 

単位修得証明書送付のために使用します。 

カ 学校図書館司書教諭 

科目に係る単位修得 

証明書 

該当者のみ ・「5 科目 10 単位」のうち、一部の単位を既に修得し、

今回の講習で不足の単位をすべて修得しようとする者

は、既修得単位の単位修得証明書（本通）を提出してく

ださい。なお、本学の講習で修得した科目については提

出不要です。 

・今回の講習で一部の単位を修得予定の場合（修了しな

い者）も、確認のため、単位修得証明書（複写可）を提

出してください。 

 

（4）申請のみの場合について 

受講資格を有する者で「学校図書館司書教諭講習規程」第 3条第 1項に規定する所定の単位（5科目 10単

位）を大学等で既に修得している者は、本講習に参加することなく、書類申請を行うことによって修了証書

が授与されます（2 月下旬頃）。 

  提出書類（ア～オ） 

  提出書類等 該当者 注意事項 

ア 令和５年度学校図書館

司書教諭講習申込書

（別紙様式） 

全員 該当箇所をもれなく記入してください。 

原本を提出してください（コピー不可）。 

イ 教員免許状の授与証明

書 

受講資格(1)に該

当する者 

※ 教員免許状の授与権者（各都道府県教育委員会）に証

明書の交付を受けてください。 

※ 現に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特

別支援学校の教諭（講師など非常勤を含む）の職にある

者にあっては、有する教員免許状の写し若しくは免許状

更新講習免除証明書または更新講習修了確認証明書の写

しのいずれか１つに、原本と相違ない旨の所属長の証明

を付したもので替えることができます。 

 ＊原本と相違ない旨の証明の記入見本 

 

 

 

当該大学に 2 年以上在

学し、62 単位以上を修

得した旨の証明書 

受講資格(2)に該

当する者 

成績証明書等 

ウ 戸籍抄本 該当者のみ 改姓等の理由で現在所有している教員免許状等の記載事

項と事実が相違する者は提出してください。 

エ 返信用封筒 全員 角形 2 号の封筒に 460 円分の切手を貼付し、返信先を記

入の上、簡易書留と表面に朱書きしたもの。 

修了証書送付のために使用します。 

この写しは原本と相違ないことを証明する。 

令和５年○月○日 

××市立△△小学校長 静大 太郎  公印 
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※2 月下旬頃に送付します。 

オ 学校図書館司書教諭 

科目に係る単位修得 

証明書（原本） 

全員  

申請のみの場合の申請受付期間も令和 5年 6月 1 日（木）～令和 5年 6月 12 日（月）(必着)です。 

 

（5）提出の際の留意事項 

①申込書は、黒のボールペンまたは黒インクで記入し、氏名は字体等正確に記入してください。 

 （よく間違われる字・分かりにくい字は、大きく明瞭にご記入ください。） 

②提出書類に不備等ある場合は、申込みを受け付けられません。必ず書類をすべて揃えてから申込みを  

してください 

③既に教員免許状を取得している大学院生等の学生は、「2 受講資格」の(1)に示される提出書類が必要と

なります。 

 

8 受講者の決定 

受講希望者が定員を超える場合は、次の順位で受講者を決定します。 

（1）静岡県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の現職教員及び静岡県内に在学する者 

（2）その他の者 

 

9 受講許可等の通知 

受講許可等の通知については、7月下旬までに行います。 

 

10 単位の認定及び単位修得証明書等の授与 

この講習を修了し、所定の単位（5 科目 10 単位）を修得した者に対しては、文部科学大臣が講習の修了証書

を 2月下旬に授与します。 

 

11 受講料及び教材費等 

受講料は徴収しません。ただし、教材費等は必要に応じ、受講者の負担となります。 

 

12 講習実施要項（講習申込書）の請求方法 

講習実施要項を請求する場合は、角形 2 号の封筒に郵便番号・住所・氏名を明記し、「学校図書館司書教諭講

習実施要項請求」と朱書きしたものに、120円分の切手を貼付し、教育学部学務係宛、郵送により請求してくだ

さい。 

 

13 台風等の非常変災時における対応・代替措置について 

 静岡大学の自然災害等による一斉休講措置のガイドラインに準ずる 

 対面で実施できない場合はオンラインで行う。その場合は別途通知する。  

・ 対応決定時の連絡方法、等：初日の場合は受講生へ確認連絡を電話又はメールで行う。受講期間内で決

定の場合は講師より直接受講生へ対応方法等を伝える。 

 

14 その他 

・講習に係る宿舎等の斡旋はいたしません。必要な場合は、各自で確保してください。 

・昼食は各自で用意してください。（大学の食堂・売店は休業となる場合があります。） 

・「学校図書館司書教諭」は司書・司書補等の資格とは異なります。 
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15 参考 

  学校図書館司書教諭講習規程（昭和 29年 8月 6日文部省令第 21号）より抜粋 

（履修すべき科目及び単位） 

第三条 司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の左欄に掲げる科目について、それぞ

れ、同表の右欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。 

科目 単位数 

学 校 経 営 と 学 校 図 書 館 2 

学校図書館メディアの構成 2 

学 習 指 導 と 学 校 図 書 館 2 

読 書 と 豊 か な 人 間 性 2 

情 報 メ デ ィ ア の 活 用 2 

 

2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第 6 条に規定

する司書の講習において修得した科目の単位であって、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部

科学大臣が認めたものは、これをもって前項の規定により修得した科目の単位とみなす。 


